
平成２４年（厚）第２５０号

                    

平成２４年７月３１日裁決

主文

本件再審査請求を却下する。

                    

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、請求人が受給中の

国民年金法及び厚生年金保険法に基づく障

害等級２級の障害基礎年金及び障害厚生年

金につき、障害基礎年金の支給を停止し、

障害厚生年金を障害等級３級の額に改定す

ることを求める、ということである。

第２　事案の概要

本件は、厚生労働大臣が、統合失調症（以

下「当該傷病」という。）による障害を支

給事由とする国民年金法（以下「国年法」

という。）施行令（以下「国年令」という。）

に定める障害等級２級の障害基礎年金及び

障害厚生年金（以下、併せて「障害給付」

という。）の受給権者である請求人が、平

成○年○月○日（受付）、「障害給付　額改

定請求書」を提出してした障害給付の額改

定請求（以下「本件額改定請求」という。）

について、平成○年○月○日付で請求人に

対し、本件額改定請求書に添付された診断

書により請求人の障害の程度を診査した結

果、請求人の障害の状態は国年令別表及び

厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

施行令（以下「厚年令」という。）別表第

１に定める障害の程度は２級と認定され、

従前の障害等級２級と変わらないためとの

理由で、障害給付の額改定をしない旨の処

分（以下、併せて「原処分」という。）を

したところ、請求人が原処分を不服として、

標記の社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し、再審査を請求した

事案である。請求人が主張する不服の理由

は、別紙１及び別紙２記載のとおりである

が、要するに、障害等級が２級のままでは

社会生活上制約があるので、３級と認定し

て貰いたいというものである。

第３　当審査会の判断

１　障害厚生年金は、障害の状態が障害等

級３級以上に該当する場合に支給され、

障害基礎年金は、障害の状態が障害等級

１級又は２級に該当する場合に支給され

ることになっており、厚年法第４７条第

２項によると、障害等級は障害の程度に

応じて重度のものから１級、２級及び３

級とし、各級の障害の状態は政令で定め

ることとされているところ、これを承け

た厚年令第３条の８は、障害等級の各級

の障害の状態は、１級及び２級について

はそれぞれ国年令別表に定める障害の状

態とし、３級については厚年令別表第１

に定める障害の状態とする旨定めている

が、障害の状態が国年令別表に定める程

度（１級又は２級）に該当するときは、

障害厚生年金に併せて、障害基礎年金も

支給される。

２　厚生労働大臣は、障害給付の受給権者

について、その障害の程度を診査し、そ

の程度が従前の障害等級以外の障害等級

に該当すると認めるときは、その程度に

応じて、障害給付の額を改定することが

できることとされている（厚年法第５２

条第１項、国年法第３４条第１項）。し

たがって、障害等級２級の障害給付の受

給権者の障害の程度を診査し、その程度

が１級の障害等級に該当すると認めると

きは、障害等級１級の年金額に改定する

ことができ、また、これとは逆に、その

程度が３級の障害等級に該当すると認め

るときは、障害基礎年金の支給を停止し、

障害厚生年金の額を障害等級３級の額に

改定することができる。そして、厚年法

第５２条第２項は、「障害厚生年金の受

給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の

程度が増進したことによる障害厚生年

金の額の改定を請求することができる。」

と、国年法第３４条第２項は、「障害基

礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対

し、障害の程度が増進したことによる障

害基礎年金の額の改定を請求することが

できる。」とそれぞれ規定し、障害の程

度が増進した場合には、受給権者が厚生



労働大臣に対して、障害給付の額改定を

請求することができることを規定してい

るから、受給権者が額改定の請求をする

ことができるのは、障害の程度が増進し

た場合に限られるということになる。そ

して、障害の等級は、障害の程度に応じ

て重度のものから１級、２級及び３級と

される（厚年法第４７条第２項）から、

受給権者が障害の程度が増進したとして

することができるのは、より重度の等級

への額改定請求、すなわち、３級から２

級又は１級への額改定請求、及び２級か

ら１級への額改定請求に限られる。した

がって、障害の状態が減退したときに、

受給権者がより軽度の等級への額改定請

求、すなわち、１級から２級又は３級へ

の額改定請求、又は２級から３級への額

改定請求は、厚年法及び国年法の許容す

るところではなく、受給権者は、そのよ

うな額改定請求をする権利を有しないも

のといわざるを得ない。

そうすると、請求人がした本件額改定

請求は、障害の程度が増進したとしてさ

れた、より重度の等級への額改定を求め

るものであると理解せざるを得ないもの

であり、原処分は、より重度の等級であ

る１級の程度には該当しないとして、こ

れを退けたものであり、請求人は、この

原処分を不服とするものである。

３　ところで、厚年法第９０条第１項は保

険給付に関する処分について、国年法第

１０１条第１項は給付に関する処分につ

いて、それぞれ不服がある者は、社会保

険審査官に対して審査請求をし、その決

定に不服がある者は、社会保険審査会に

対して再審査請求をすることができると

規定しているが、保険給付又は給付に関

する処分に不服がある場合の審査請求制

度は、保険給付又は給付に関する国民の

権利救済のための手続であるから、不服

申立の利益がある場合でなければこれを

することができないものと解するのが相

当である。

４　これを本件についてみるに、請求人の

本件再審査請求は、上記第１のとおりで

あり、要するに、現在受給中の障害給付

につき、原処分がより重度の等級への額

改定をしないとしたことに対しては不服

を述べず、逆に、より軽度の等級への額

改定をすることを求めるというのであ

る（なお、請求人は、明示的には主張し

ていないが、障害基礎年金は国年令別表

に掲げる障害等級１級及び２級の障害に

対して支給されるものであり、障害等級

３級の障害に対しては支給されないか

ら、国年令別表には掲げられていない障

害等級３級への額改定を求めるというこ

とは、取りも直さず、障害基礎年金につ

いては、その支給停止を求めるというこ

とにほかならない。）。そこで、検討する

に、障害給付の額は、障害の程度によっ

て異なり、障害厚生年金については、障

害等級１級に該当する者の年金額は報酬

比例の年金額の１００分の１２５相当額

に加給年金額を加えた額、障害等級２級

に該当する者の年金額は報酬比例の年金

額に加給年金額を加えた額、障害等級３

級に該当する者の年金額は報酬比例の年

金額とされており (厚年法第５０条、第

５０条の２）、障害基礎年金については、

７８万０９００円に改定率を乗じて得た

額とされるが、障害の程度が１級に該当

する者に支給する障害基礎年金の額は上

記金額の１００分の１２５に相当する額

とされている（国年法第３３条）から、

障害給付は、より重度の障害等級のほう

がその給付額が多いことが認められる。

そして、障害によって国民生活の安定が

そこなわれることを国民の共同連帯に

よって防止し、もって健全な国民生活の

維持及び向上に資することを目的とする

国民年金制度及び労働者の障害について

保険給付を行い、労働者の生活の安定と

福祉の向上に寄与することを目的とする

厚生年金保険制度のそれぞれの制度趣旨

からすれば、受給権者にとっては、年金

額が多額である方が少額であるよりもそ

の利益に適うものであると考えられる。

そうすると、障害給付の額が障害等級２

級から障害等級３級に額改定されること



は、年金額が減少することを意味し、受

給権者にとって不利益であることは明白

であるから、請求人には、上記のように

主張して、原処分に対する不服申立てを

することによって得られる権利又は法律

上の利益はない。なお、請求人は、障害

等級が２級のままでは社会生活上の制約

があるので（２級では医療機関が条件を

付けることによる制約があり、あるいは、

医療機関が様々な物質の混入条件を付け

ることができるため、家畜のように扱わ

れる。）、３級となって社会からの支援を

受ける必要がある旨主張するが、請求人

が主張する社会生活上の制約や不利益が

仮にあるとしても、それらは、額改定を

しないとした原処分による直接の法律効

果として請求人が受ける不利益とはいえ

ないから、請求人には、原処分の法的効

果を除去することによって回復すべき権

利又は法律上の不利益が存しているとい

うことはできない。そうすると、請求人

には、原処分に対する不服を申し立てる

利益はないから、これに対する再審査請

求は認められないというべきである。

５　以上の認定及び判断の結果によると、

本件再審査請求は、不服申立の利益を欠

くから不適法であり、その不備は補正す

ることができないから、社会保険審査官

及び社会保険審査会法第４４条、第６条

により、これを却下することとして、主

文のとおり裁決する。


